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令和２年第２回港区議会定例会提出予定案件（概要） 

 

区長報告第８号                 【企画経営部財政課】 

 令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 

 

 本件は、令和元年度の歳出予算の経費でその性質上、年度内に支出を終 

わらなかったものについて、令和２年度に繰り越して使用することとしま 

したので、報告するものです。 

 ○ 内  容 

 （１） 事 業 名  文化プログラム推進事業 

     繰 越 額  ２，８００万円 

     理   由  文化プログラム連携事業の負担金交付事務が令 

            和２年度に及ぶため。 

 （２） 事 業 名  東京２０２０大会準備・啓発 

     繰 越 額  ５６０万円 

     理   由  港区「東京２０２０応援プログラム」推進助成 

            事業等の補助金等交付事務が令和２年度に及ぶ 

            ため。 

 （３） 事 業 名  区内共通商品券発行支援 

     繰 越 額  ８３２万１，０５６円 

     理   由  プレミアム付商品券発行補助金について、発行 

            から換金までの事務が令和２年度に及ぶため。 

 （４） 事 業 名  プレミアム付商品券発行事業 

     繰 越 額  ６，９５９万９，００４円 

     理   由  プレミアム付商品券「和らぎ」の発行から換金 

            までの事務が令和２年度に及ぶため。 

 

議案第４４号                    【総務部総務課】 

 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（新規） 

 

 本案は、「地方自治法」の一部改正に伴い、区長等の区に対する損害賠 

償責任の一部免責について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定す 

るものです。 

 

令和２年６月１９日  資料№３－２
建 　設 　常 　任 　委 　員 　会
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 ○ 内  容   

 （１）区長等に損害を賠償する責任が生じた場合において、当該損害賠 

   償の額のうち、当該区長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過 

   失がないときは、職責等を考慮して算出した額を超える額を免責す 

   るものとします。 

 （２）条例の施行の日以後の区長等の行為に基づく損害賠償責任につい 

   て適用します。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第４５号             【産業・地域振興支援部税務課】 

 港区特別区税条例等の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）前年の合計所得金額が１３５万円以下のひとり親を区民税の所得 

   割非課税の対象に追加します。 

 （２）所得割の納税義務者に係る所得控除について、新たにひとり親控 

   除を追加します。 

 （３）軽量な葉巻たばこに係るたばこ税について、最低税率を設定し、 

   ２年をかけて段階的に最低税率を引き上げます。 

 （４）卸売販売業者等が製造たばこを輸出する目的等で売り渡す場合の 

   たばこ税の課税免除の手続を簡素化します。 

 （５）肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を３年 

   延長します。 

     令和３年度分まで → 令和６年度分まで 

 （６）軽自動車税の環境性能割に係る非課税措置の特例の適用期限を６ 

   か月延長します。 

     令和２年９月３０日まで → 令和３年３月３１日まで 

 （７）所得割の納税義務者について、低未利用土地等を譲渡した場合に 

   おける長期譲渡所得の金額から最大１００万円を控除することがで 

   きることとします。 

 （８）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所 

   得に係る課税の特例の適用期限を３年延長します。 

     令和２年度分まで → 令和５年度分まで 
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 （９）新型コロナウイルス感染症等の影響により、スポーツイベント等 

   を中止等をした場合に係る入場料金等の払戻請求権を放棄した場合 

   は、当該払戻請求権相当額の寄附金を支出したものとみなして、区 

   民税の所得割の額から控除します。 

 （１０）新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期 

   限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額 

   控除の適用期限を１年延長します。 

     令和１５年度分まで → 令和１６年度分まで 

 （１１）港区特別区税条例等の一部を改正する条例の規定を整備します。 

 （１２）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  （１）、（２）、（７）、（９）及び（１０） 令和 

         ３年１月１日 

         （３） 令和２年１０月１日及び令和３年１０月１日 

         （４）から（６）まで、（８）及び（１１） 公布の日 

         （１２） 公布の日及び令和３年１月１日 

 

議案第４６号                【芝地区総合支所区民課】 

 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律」の一部改正により、個人番号を通知するための通知カード 

が廃止されたことに伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  個人番号を通知するための通知カードに係る再交付手 

         数料の規定を削除します。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第４７号              【街づくり支援部土木管理課】 

 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「東京都屋外広告物条例」の一部改正に伴い、規定を整備する 

ものです。 

 ○ 内  容  屋外広告物許可申請手数料の徴収対象となる広告物に 

         「プロジェクションマッピング」を追加します。 

 ○ 施行期日  公布の日 
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議案第４８号                【街づくり支援部建築課】 

 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正 

 する条例 

 

 本案は、都市計画が変更された虎ノ門一・二丁目地区地区計画の区域内 

における建築物の制限を定めるものです。 

 ○ 内  容   

 （１）地区整備計画の区域について、条例で引用している東京都告示番 

   号を変更します。 

 （２）計画地区に「Ｃ街区」を加えます。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第４９号       【子ども家庭支援部子ども家庭支援センター】 

 港区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、子ども家庭支援センターの位置を変更するとともに、利用者サ 

ービスの充実を図るため、事業を拡充し、施設の休館日及び開館時間を変 

更するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）位置を変更します。 

     港区三田一丁目４番１０号 → 港区南青山五丁目７番１１号 

 （２）子育てひろば事業等を拡充します。 

 （３）年末年始（１月１日から同月３日まで及び１２月３１日）は休館 

   日とし、それ以外の日は開館とします。 

 （４）開館時間を変更します。 

     午前９時から午後５時まで（火曜日及び木曜日については、午 

     前９時から午後７時まで） 

      → 午前８時３０分から午後６時まで 

 ○ 施行期日  区規則で定める日（令和３年４月１日予定） 

 

議案第５０号             【子ども家庭支援部保育政策課】 

 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

 を改正する条例 
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 本案は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部 

改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）家庭的保育事業等の卒園後の受け皿となる連携施設を確保しない 

   ことができる場合について、当該施設の確保が困難であると区長が 

   認める場合であって、連携協力を行う施設を確保しているときのほ 

   か、当該事業を利用している乳幼児を優先的に取り扱う措置等を講 

   じている場合を追加します。 

 （２）居宅訪問型保育事業を実施することができる場合について、母子 

   家庭等の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合のほ 

   か、保護者の疾病等により家庭において乳幼児を養育することが困 

   難な場合を追加します。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第５１号             【子ども家庭支援部保育政策課】 

 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

 定める条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定 

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、特 

定地域型保育事業の実施に係る要件を緩和するものです。 

 ○ 内  容  特定地域型保育事業の卒園後の受け皿となる連携施設 

         を確保しないことができる場合として、当該施設の確 

         保が困難であると区長が認める場合であって、連携協 

         力を行う施設を確保しているときのほか、当該事業を 

         利用している満３歳未満の保育認定を受けている子ど 

         もを優先的に取り扱う措置等を講じている場合を追加 

         します。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第５２号            【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 の一部を改正する条例 
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 本案は、国の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」 

の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件となる研修の受講機会を 

拡充するものです。 

 ○ 内  容  放課後児童支援員の資格要件である研修受講の選択肢 

         として、都道府県知事及び指定都市の長が行う研修の 

         ほか、中核市の長が行う研修を加えます。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第５３号            【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 旧港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、令和２年４月１日に施行した「港区女性福祉資金貸付条例を廃 

止する条例」の経過措置に基づき、なおその効力を有することとされた延 

滞利子に係る条項について、「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」の 

一部改正を踏まえ、延滞利子の利率を引き下げるものです。 

 ○ 内  容  延滞利子の利率を引き下げます。 

          年５％ → 年３％ 

 ○ 施行期日  公布の日 

 〇 適用期日  令和２年４月１日 

 

議案第５４号          【教育委員会事務局学校教育部学務課】 

 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、芝浜小学校を新設するものです。 

 ○ 内  容   

    名  称 港区立芝浜小学校 

    位  置 港区芝浦一丁目１６番３１号 

 ○ 施行期日  教育委員会規則で定める日（令和４年４月１日予定） 

 

議案第５５号                  【企画経営部財政課】 

 令和２年度港区一般会計補正予算（第４号） 

 

議案第５６号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 

 等新築工事） 
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 本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事について、 

工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上１９階建て 

            延べ９，２１９．４９㎡ 

 （２）契約金額    ３６億４，４３０万円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から令和５年１２月１１日 

            まで 

 （４）契約の相手方  港区芝浦二丁目１５番６号オアーゼ芝浦ＭＪビル 

            淺沼・ノバック・松鶴建設共同企業体 

 

議案第５７号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 

 等新築に伴う電気設備工事） 

 

 本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備 

工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    ６億４，７９０万円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から令和５年１２月１１日 

            まで 

 （３）契約の相手方  港区芝公園二丁目９番５号 

            向陽電気工業株式会社 

 

議案第５８号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 

 等新築に伴う機械設備工事） 

 

 本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備 

工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約金額    ６億６，９９０万円 

 （２）工  期    契約締結の日の翌日から令和５年１２月１１日 

            まで 
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 （３）契約の相手方  港区三田三丁目２番６号 

            エルゴテック株式会社東京本店 

 

議案第５９号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（介護保険システム用ソフトウェア） 

 

 本案は、介護保険システム用ソフトウェアを購入するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）購入の目的   介護保険システムの更新 

 （２）購入品目及び  介護保険システム用ソフトウェア 一式 

    数量 

 （３）購入予定価格  ３，５５９万６，５５０円 

 （４）購入の相手方  中央区日本橋兜町１番４号 

            株式会社日立システムズ 

 

議案第６０号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（防災ラジオ） 

 

 本案は、防災ラジオを購入するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）購入の目的   災害時における情報伝達手段の強化のための防 

            災ラジオの購入 

 （２）購入品目及び  防災ラジオ        １０，０００台 

    数量      文字表示機能付防災ラジオ    １００台 

 （３）購入予定価格  １億９，５９１万円 

 （４）購入の相手方  港区西新橋二丁目３５番２号 

            東京テレメッセージ株式会社 

 

議案第６１号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（システム共通基盤用ソフトウェア） 

 

 本案は、システム共通基盤用ソフトウェアを購入するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）購入の目的   システム共通基盤の更新 
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 （２）購入品目及び  システム共通基盤用ソフトウェア 一式 

    数量 

 （３）購入予定価格  １億１，９１８万２，１５１円 

 （４）購入の相手方  中央区日本橋兜町１番４号 

            株式会社日立システムズ 

 

議案第６２号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウ 

 ェア） 

 

 本案は、住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェアを購入す 

るものです。 

 ○ 内  容   

 （１）購入の目的   住民記録・国保・年金・税務システムの更新 

 （２）購入品目及び  住民記録・国保・年金・税務システム用ソフト 

    数量      ウェア 一式 

 （３）購入予定価格  １億６０５万３，２００円 

 （４）購入の相手方  港区東新橋一丁目５番２号 

            富士通株式会社東京支社 

 

議案第６３号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（行政情報システム用ネットワーク機器） 

 

 本案は、行政情報システム用ネットワーク機器を購入するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）購入の目的   行政情報システム用ネットワーク機器の更新 

 （２）購入品目及び  スイッチ     ６台 

    数量      ファイアウォール ４台 

            負荷分散装置   ２台 

            ルーター     ９台 

            ユーザー認証機器 ２台 

 （３）購入予定価格  ６，４９８万２，５００円 

 （４）購入の相手方  中央区日本橋兜町１番４号 

            株式会社日立システムズ 
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議案第６４号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（図書館システム用端末機等） 

 

 本案は、図書館システム用端末機等を購入するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）購入の目的   図書館システム用端末機等の更新 

 （２）購入品目及び  システム端末機        １３４台 

    数量      システム端末機用ソフトウェア   一式 

            プリンター           ５２台 

            バーコードリーダー       ７７台 

            図書館資料自動貸出機      ２４台 

            ハンディターミナル       ３０台 

            スイッチ            １１台 

 （３）購入予定価格  １億１，７５９万円 

 （４）購入の相手方  港区芝四丁目４番１２号 

            三信電気株式会社 

 

議案第６５号                    【総務部総務課】 

 損害賠償額の決定について 

 

 本案は、清掃車（小型プレス車）の交通事故の損害賠償額の決定を求め 

るものです。 

 ○ 損害賠償額 １０６万２６円 

 〇 概   要 令和元年５月１４日港区港南三丁目６番の都道品川埠 

         頭線の港南三丁目交差点内において、清掃車が左折し 

         ている途中に、当該清掃車の左後方から横断歩道に進 

         入してきた相手方の自転車と接触し、相手方を負傷さ 

         せ、及び自転車等を損傷させた交通事故に伴う損害賠 

         償です。 

 

議案第６６号           【産業・地域振興支援部地域振興課】 

 指定管理者の指定について（港区立大平台みなと荘等） 
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 本案は、現行の指定管理者による管理運営を１年間延長するため、大平 

台みなと荘等の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容   

対象施設 指定管理者 指定の期間 

港区立大平台みなと

荘 

山梨県富士吉田市新西原五丁目６番１

号ハイランドリゾート株式会社内 

富士急グループＪＶ 

（代表団体） 

 ハイランドリゾート株式会社 

（構成団体） 

 株式会社フジエクスプレス 

（構成団体） 

 富士急湘南バス株式会社 

令和３年４月１日か

ら 

令和４年３月３１日

まで 

港区立商工会館 
港区赤坂四丁目１番３３号 

株式会社アクト・テクニカルサポート 

港区立区民斎場やす

らぎ会館 

港区南青山二丁目１８番２号 

港区葬祭業組合 

 

議案第６７号              【保健福祉支援部保健福祉課】 

 指定管理者の指定について（港区立南麻布いきいきプラザ等） 

 

 本案は、現行の指定管理者による管理運営を１年間延長するため、南麻 

布いきいきプラザ等の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容   

対象施設 指定管理者 指定の期間 

港区立南麻布いきい

きプラザ 

中央区新川一丁目２１番２号 

セントラルスポーツ株式会社 

 

港区立ありすいきい

きプラザ 

港区立麻布いきいき

プラザ 

港区立西麻布いきい

きプラザ 

港区立飯倉いきいき

プラザ 

港区立赤坂いきいき

プラザ 

豊島区長崎五丁目１番２３号株式会社

ピーウォッシュ内 

株式会社ピーウォッシュ・太平ビルサ

ービス株式会社共同事業体 

（代表団体） 

 株式会社ピーウォッシュ 

（構成団体） 

 太平ビルサービス株式会社 

港区立青山いきいき

プラザ 

港区立青南いきいき

プラザ 
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港区立豊岡いきいき

プラザ 

世田谷区駒沢一丁目４番１５号真井ビ

ル 

社会福祉法人奉優会 

令和３年４月１日か

ら 

令和４年３月３１日

まで 

港区立高輪いきいき

プラザ 

港区立白金いきいき

プラザ 

港区立白金台いきい

きプラザ 

港区立特別養護老人

ホーム白金の森 

港区立高齢者在宅サ

ービスセンター白金

の森 

港区立地域包括支援

センター白金の森 

港区立特別養護老人

ホーム港南の郷 

港区三田一丁目４番１７号 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京

都済生会 

港区立高齢者在宅サ

ービスセンター港南

の郷 

港区立地域包括支援

センター港南の郷 

港区立ケアハウス港

南の郷 

港区立特別養護老人

ホームサン・サン赤

坂 

東京都清瀬市中里五丁目９１番２ 

社会福祉法人東京聖労院 

港区立高齢者在宅サ

ー ビ ス セ ン タ ー サ

ン・サン赤坂 

港区立赤坂子ども中

高生プラザ 

港区立赤坂子ども中

高生プラザ青山館 

港区立南麻布高齢者

在宅サービスセンタ

ー 

港区三田一丁目４番１７号 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京

都済生会 港区立南麻布地域包

括支援センター 

港区立台場高齢者在

宅サービスセンター 

静岡県富士市五貫島１７５番地 

医療法人財団百葉の会 

港区立北青山高齢者

在宅サービスセンタ

ー 
北海道札幌市清田区真栄４３４番地６ 

社会福祉法人ノテ福祉会 
港区立北青山地域包

括支援センター 

港区立芝高齢者在宅

サービスセンター 静岡県富士市五貫島１７５番地 

医療法人財団百葉の会 港区立芝地域包括支

援センター 
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港区立高輪子ども中

高生プラザ 

墨田区東駒形四丁目６番２号 

一般財団法人本所賀川記念館 

 

港区立公衆浴場ふれ

あいの湯 

港区南青山三丁目１２番３号 

港区浴場組合 

 

議案第６８号  【教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課】 

 指定管理者の指定について（港区立運動場） 

 

 本案は、運動場の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）対象施設   港区立麻布運動場 

           港区立青山運動場 

           港区立芝浦中央公園運動場 

           港区立芝給水所公園運動場 

           港区立埠頭少年野球場 

           港区立芝公園多目的運動場 

           港区立芝浦南ふ頭公園運動広場 

 （２）指定管理者  豊島区長崎五丁目１番２３号株式会社ピーウォッ 

           シュ内 

           ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリテ 

           ィーズ・東急コミュニティー共同事業体 

    （代表団体）  株式会社ピーウォッシュ 

    （構成団体）  アシックススポーツファシリティーズ株式会社 

    （構成団体）  株式会社東急コミュニティー 

 （３）指定の期間  令和２年７月１日から令和６年３月３１日まで 

 

議案第６９号  【教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課】 

 指定管理者の指定について（港区スポーツセンター） 

 

 本案は、スポーツセンターの指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）対象施設   港区スポーツセンター 
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 （２）指定管理者  豊島区長崎五丁目１番２３号株式会社ピーウォッ 

           シュ内 

           ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリテ 

           ィーズ・東急コミュニティー共同事業体 

    （代表団体）  株式会社ピーウォッシュ 

    （構成団体）  アシックススポーツファシリティーズ株式会社 

    （構成団体）  株式会社東急コミュニティー 

 （３）指定の期間  令和２年７月１日から令和６年３月３１日まで 

 

議案第７０号  【教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課】 

 指定管理者の指定について（港区立氷川武道場） 

 

 本案は、氷川武道場の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）対象施設   港区立氷川武道場 

 （２）指定管理者  豊島区長崎五丁目１番２３号株式会社ピーウォッ 

           シュ内 

           ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリテ 

           ィーズ・東急コミュニティー共同事業体 

    （代表団体）  株式会社ピーウォッシュ 

    （構成団体）  アシックススポーツファシリティーズ株式会社 

    （構成団体）  株式会社東急コミュニティー 

 （３）指定の期間  令和２年７月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 

（追加議案） 

 港区副区長の選任の同意について 

 

 本案は、令和２年７月３１日で任期満了となる田中秀司副区長の後任者 

について、選任の同意を求めるものです。 

 

 港区教育委員会委員の任命の同意について 

 

 本案は、令和２年７月２５日で任期満了となる薩田知子委員の後任者に 

ついて、任命の同意を求めるものです。 
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 港区監査委員の選任の同意について 

 

 本案は、令和２年７月２５日で任期満了となる高橋元彰委員の後任者に 

ついて、選任の同意を求めるものです。 


